
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不妊治療費助成事業を拡充します 
  

不妊治療に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図るため、平成２９年４

月１日から不妊治療費の補助金額を増額するとともに、男性の不妊治療費の一部補助

を始めます。 

 

概要 

① 不妊治療費の補助金額を増額します。 

現在実施している不妊治療費助成事業について、治療内容による補助上限額を

「10万円又は5万円」から「15万円又は7万5千円」に引き上げます。 

 

② 男性不妊治療費の一部補助を開始します。 

男性の不妊治療費に対して5万円を補助します。 

対象となる治療 

 埼玉県の実施する不妊治療費助成事業補助金の交付決定を受けたもの 

補助の回数 

 最大６回まで 
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